
(No.《受付番号》）

令和･4年10月21日

《氏名》様

司法研修所事務局総務課寮務係

入寮許可通知 書

あなたの司法研修所寮への入寮は認められませんでしたが、近隣の税務大学校の御厚意によ

り、以下のとおり、同大学校和光校舎内の寮（以下「税大寮」という）への御案内が可能とな
りました。

ただし、税大寮への入寮に当たっては、外部機関である同大学校が管理する施設を利用させ
ていただくこととなる関係上、当然に、同大学校における施設利用に関する定め（門限､梢内

で飲酒の禁止､喧騒にわたる行為の禁止等｡別途送付｢税務大学校本枝寮生規則(抜粋)｣参照）

を厳守していただく必要があり、これに違反した場合は退寮となる場合があります。
また、あくまでも御厚意によ・り受け入れていただく．ものであり､司法修習と関わりのない同

大学校側の事情の変更等により、やむを得ず、予定された入寮期間の満了前であっても、税大

寮から退去となる事態が生じる場合もありますので、あらかじめご了承<ださい。

なお、入寮に係る費用も司法研修所寮とは異なります（『振込額のお知らせ」参照)｡

※上記の内容を踏まえ、 入寮希望を維持されない堪合は。 10月28日（金）までに入察

辞退の連絡をして．ください。

（入察辞退の連絡先）司法研條所総務醗療務係｜ ｜ (平日8:30皇17:00）
※ 『税務大学校本枝寮生規則（抜粋).‘」を含めた税大寮に関する資料は、本通知書と同日

発送の別便でお送りしでいます。

入察日 11月29日（火) 14:0O-15:50

税務大学校和光寮1階エントランスで入寮手続実施（入構時は西門を利用）

1

寮棟・部屋番号税大和光寮※部屋番号は入寮の際にお伝えします2

寮費・居室清掃費用（振込期限11月11日（金） (手数料は振込者負担)）
振込先

(1) ｜ － － I
－－ l

l ‐‐ －‐ ｜ （依頼人名は、入寮者本人の氏名にすること）
(2) 他行からの振込時の振込先・

金融機関 ｜ －

3

I ー 一~.~－－‐
’店名

種目 ｜
受取人 ｜
請求額

21, 540円（内訳：寮費20,

－
’

’

000円、居室清掃費用1 , 540円）



4荷物送付についてく元払いで発送【差払い厳薙】）

（1） 入察日前の配達日時指定 ・

1 1月29日（火） 午前中必着

嬢荷物は和光寮エントランスに置かれる各自で適宜回収となるため、荷物の発送、
受取はすべて自己責任において行うほか、回収に当たっては他人の荷物と膜箆し
ないよう配虚する。

（2） 入寮日以降到着の荷物

(1)の日時以降に到着する荷物も、和光寮エントランスから各自で居室まで運ぶ
（3） 送り先（散逸防止のため個々の荷物に以下のとおり記載する)

〒351-0195埼玉県和光市南.2-3-7税務大学校和光校舎和光寮●●●号室気付

「第76期司法修習●●●●（本人名）あて」

5税務大学校の敷地に入構する際は、察衛室で身分証明書を提示する。

6税務大学校和光校舎和光寮については同封の

及び別途送付の「構内施設の利用方法」を参照。

『税務大学校和光校舎和光寮について」

ー

●


